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第 13 回公開研究会
日　時 :	 2005 年 7月 29日（金）〜 30日（土）
会　場 :	 東京・JA ビル 8F「全中大会議室」
参加者 :	 94 名
テーマ :	

【プログラム】

•	 開会の挨拶：JA‐ IT 研究会代表委員　今村奈良臣
•	 基調講演 ：「JA のアグリビジネス化と事業革新」　千葉大学園芸学部教授　斎藤　修
営農経済事業改革の要＝『販売事業』のゆくえを考える PART2
•	 報告 1：「JA と食品産業との連携」　羽黒・のうきょう食品加工有限会社常務取締役　斎藤三郎
•	 報告 2：「JA と生協の産直システムの革新」　JAつくば市谷田部産直部会長　櫻井一男
•	 報告 3：「直販の現状と課題―取引先に応じた商品開発やリスクヘッジ問題にもふれて―」　JAふくおか八女園芸部直
販課課長　古賀秀利
•	 報告 4：「都心スーパーとの連携販売」　JAみなみ信州生産部生産企画課課長　澤栁実也
•	 報告 5：「京ブランドの確立とマーケティング」　千葉大学大学院自然科学研究科　山室英恵
•	 報告：「系統販売事業の現状と問題点」　JA全中・経済事業改革推進室 室次長　甲斐野新一郎
•	 討論

コーディネーター：JA‐ IT 研究会副代表委員　吉田俊幸
•	 ■閉会の挨拶：JA‐ IT 研究会代表委員　今村奈良臣

JA-IT 研究会代表委員　今村奈良臣

本日は初めてお会いするような方々にもずいぶんおいでい
ただき、ますます JA-IT 研究会が盛んになるという状況を目
の前にして、大変うれしく思っております。
IT とは、直訳すれば情報技術のことですが、本質的にはネッ
トワークということです。JAのネットワークは、かつての食
管制度に象徴されるような農政の性格上、タテ系列にならざ
るを得ませんでしたが、私はずいぶん前から「トップダウン
の農政、つまり中央集権的画一型農政の時代はもう終わりを
告げた。それに代わってボトムアップ農政、つまり地域提案
型創造的農政をやれ」というようなことを言ってきました。
先日の 7月 19日に第 1回地域水田農業ビジョン大賞の全
国表彰大会が行われましたが、それを見ても、自分たちの地
域は自分たちの力で変えていかなければならない、そのため
には農協は何をしなければならないかという路線が、確かに
出てきたように思います。特に受賞した団体の中枢部分にお
られる役・職員あるいは技術者の皆さんが、大会に出席され
て、自分たちは何をすべきかということを肌で感じ、実践さ
れてきた背景があるのではないかと痛感しております。
ネットワークというのは情報の組織でもあると同時に、人
の組織でもあります。これからの時代は本当のヨコ系列の
ネットワークをどういうふうにつくっていくかということが

非常に大きな課題になるでしょう。
そういう意味で、この研究会におい
での方々には全国にわたってヨコ系
列のネットワークを組んでいただき
たい。私ども主催者としてはそうい
う方向に全力を挙げていきたいと
思っております。
ただ、そうしたことを考えるとき
に、5 つの W（When いつ、Where どこで、Who 誰が、
What 何を、Whyなぜ）と 1つのH（Howどのように）と
いう考え方 <5W＋ 1H> を頭に入れていただきたい。すで
にご存知の方もたくさんおられるでしょうが、実はこの当た
り前のことがなかなかできていないようです。この用法はい
ろいろなところで使えます。仮に水田農業ビジョンづくりを
例にとるならば、まず誰が、誰の土地で、何をつくるのかと
いうように、私は 10項目を掲げているのですが、水田農業
ビジョンをつくるとき一番大事なのは、誰が本当にやるかと
いうところです。次に、誰の土地でやるか。また、何を、ど
んな技術体系で、いつ、どのようにつくり、どう売るか。以
上のようにこの <5W＋ 1H> という 6文字に立ち返って考
えていただければ、皆さんが販売戦略や営農企画を考え、あ

開会の挨拶
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るいは組合員や職員を指導したりする場合にも役に立つと考
えます。
この要素をきっちりとらえていくと、新しいネットワーク
がいろいろなレベルでできていく。農協内や農協間にとどま
らず、生産者と消費者、さらには農村と都市をいかに新しい
交流の糸口を通じて結びつけるかというネットワークにもな

る。マーケティングひとつとってもネットワークなしではで
きません。生産から加工・流通、消費に至るまでどういう社
会的なネットワークを組み立てていくか。こうした課題も含
めて、今回も皆さん方と討議を進め、何がしかの成果を得て
お帰りいただきたいと思います。

千葉大学園芸学部教授　斎藤　修

今回のテーマは「JA のアグリビジネス化」である。JA の
ビジネスモデルを明示しないと、先が見えない局面に来てい
る。JAのビジネスモデルをつくることはできると私は考えて
いる。なぜなら、法人がいろいろなネットワークをつくりな
がら成長しているのだから、JAもそれなりの事業を再構築し
ていけば成長機会はある。そのための理論的ベースとして、
これから先どのような展開が起こってくるか、それに伴って
JAの販売革新をどう進めていけばよいのかということをお話
ししたい。

1. 新たな視点の必要性
JA が、資材、生産、加工、流通販売をひとつのシステムと
してつなげていく可能性があるか。それが我々の最終的な課
題であり、問題意識である。
生産から消費まで一体的に結びつけ、その中で課題を見つ
けて解決策を練るというフードシステムの視点から言うと、
川中・川下に出て新しい価値をつくり新しい環境をつくって
いかない限り、農業のほうに利益は配分されない。川中・川
下と連動して、その中での価値をどう提案し、形成していく
のか、その視点が問われている。
川中の食品産業はかつて悪者扱いされていたが、現在では
地域の食品会社は農業に貢献度が高いという認識に変わりつ
つある。日本経済の将来像を考えると、少子高齢化で実質賃
金が下がると同時に、輸入品の購買力が減退し、国内自給率
を上げざるを得ない状況が考えられる。そのときに地域の食
品企業が地域の農業と連動してくる可能性が非常に高い。こ
れが日本農業の再生に大きく関わってくるのではないか。ま
た、東アジアにおける日本の立場に目を向けると、FTA（自
由貿易協定）あるいは EPA（経済連携協定）の中で、国際
的な新しい分業やクラスターをめぐる競争が起こってきた場
合、日本もコストを下げられるところは下げる、価値をつけ
るところはつけるというふうに連携を明確にしておかない
と、将来的には国際競争力が確保できないのではないか。
外食産業を見ると、有機肥料を使い、肥料会社と連動して
開発、生産し、農村に持っていって栽培してもらう、あるい
は生産システムについても、契約や直営というところが増え
てきている。資材から生産システム、さらに加工、流通シス
テムまでの統合化、卸売まで統合化するのはよくあるが、さ

らに小売店舗の設置や自前の流通
システムをつくるなどのシステム
をどこまでコントロールできるの
か。協同組合においても、その原
理原則を保持しつつ、事業力を広
げていくという戦略が必要だ。身
近なところでは、畜産専門農協が
ある。畜産専門農協は厳しい環境
の下、リスクや利益を見越していろいろな事業部をつくって
いる。全農本体でいえば、株式会社を 30社から 40社を持っ
ているらしいが、そのようなビジネスを考えていかざるを得
ない。新しい加工事業等に取り組むアメリカの新世代農協で
もチェーンという関係性を活かした展開をとげている。
川中・川下でつくった利益を川上に位置する農業に配分で
きることが新しいビジネスモデルの条件であるが、それには
できるだけ価値の連鎖（バリューチェーン）をつくる努力が
いる。
そうなると、自分たちのもっている資源だけではたぶん無
理である。農村は自然の資源には非常に恵まれているものの、
経営資源は必ずしも十分ではない。食品会社、関連会社には
多様な経営資源がある。販売チャネルあるいはその情報と
いったものを農村にいかに移転させるかということがなけれ
ば、知識が地域に蓄積されず、いつになっても経営能力が高
まらない。食品会社との連携を通じて知の体系を移転するこ
とによって、産地側が新しい製品開発をし、新しい販売チャ
ネルをつくり、あるいは効果的な販売促進をするといった
マーケティング戦略を遂行していけないものか。

2. システム間競争とインテグレーション
続いて、システム間競争の話に移りたい。今のフードシス
テムを見ると、タテの関係の中で動き出している。特に注目
されるのは、量販店の PB（プライベートブランド）戦略と、
卸売段階での流通センター化の流れが非常に強くなってきて
いることである。特定の量販店のために特定の卸売が流通セ
ンターをつくる、そのためのコストを納品側が担うという一
つの流れが出てきているわけだが、それに伴って量販店サイ
ドでも PB製品が増え、流通のシステムもそれに合った形で
展開してきている。

基調講演 JA のアグリビジネス化と事業革新
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PB のイメージについては昔は悪かったが、今は企業ブラ
ンドとイメージが重なっているため、取引的な条件はかなり
良い。しかし、その一方で、バイイングパワー（優越的地位
の濫用）が働きやすい。つまり、川下から産地の囲い込みに
なってきたということ、ある意味で緩やかなインテグレー
ションが表出してきたということである。
食品産業の農業参入については、よく外食で見られるが、
これをビジネスモデルとして見たとき、サイゼリヤ方式はか
なり特別、ワタミもやや特別な事例だととらえている。眼目
はシステムを提示して消費者に信頼性を与えるという効果で
あって、農場をつくることがメリットになってしまうと大規
模生産の領域に入ってしまう。ただ、いずれも自分たちのもっ
ているシステムをどうやって消費者のほうへ結びつけるかと
いう、ある意味のブランド化を志向している。今や外食も農
業までつながないと消費者に対する説明力がなくなってき
た。
農業生産法人はシステムが完成した感がある。農業生産法
人のネットワーク組織が地域の中で農業組織として機能して
行き、ある程度 JA を乗り越えていくのではないか。価値の
連鎖、経営流通システムの合理化ができあがり、経営も契約
等でリスク調整していくため、販売と管理のリスクの調整が
可能になってきている。こういう先端的な組織がかなり広
がってきた。
生協は非常に悲観的な状況だ。コープネットの場合、大量
生産、大量仕入がウェイトを占め、産直は確実に減退しつつ
ある。もし産直を続けるならば、産地と生協との間に相当な
経営資源の移転関係、バリューチェーンをつくらないと存続
は不可能である。大豆を例にとってみても、加工して付加価
値をつけない限り産地に価値を落とせないのが現状だ。今後、
提携は資本の出資関係を含めた方向に進むのではないか。

3.JA の販売革新の課題と方向
JA は委託原則からなかなか脱却できないでいる。取引先と
のコミュニケーションがとれず商談ができない。したがって
どのような流通チャネルをとるかという設計ができない。一
番困るのは、チャネル開発はするもののチャネルの管理がで
きない点だ。
例えば、市場外流通と市場流通の両方を持っていないと、
何かのときに調整できないということで、二つのチャネルを
持っても、取引先との関係でいえば、二つのチャネルを管理
するのは結構難しい。基本的には市場流通の中に埋没してし
まう。
新製品開発という発想もこれまでほとんどなかったが、食
品会社と連携し、経営資源を有効に使えば新しい製品開発が
できる。新しい製品開発を常にやり続け、提案力をキープし
続ける努力が必要とされる。
JA の販売革新にとって一番重要なポイントは、JA の部会
組織をどうするかである。単純な平等主義あるいは貧しさの
共有というところから、これを戦略的にどう再編していける
か。
長野県の川上村などでは、選果場段階で製品をプールして
いくやり方ではなく、取引先に 30％ぐらいプールしていく
やり方が行われている。これだと多少のリスクはあるかもし

れないが、価格の優勢は保てる。ただ、長野県の例では取引
先の管理をほとんどできない状態で着手したため、いろいろ
危ない話がある。そこで必然的に、取引先ごとにどう生産者
を組織するかを考えざるを得ない。これはもはや品目ごとに
は対応できないので、産直部会など品目別部会でないもので
対応するということになる。もっと言えば、量販店が PBや
GAP（適正農業規範）を追求していくと、部分的には圃場段
階まで入ってくるため、どうしても生産者を別に組織してい
かないと危険である。
大規模生産者を育てようとすると、契約生産のほうがやり
やすい。収入がわからないと生活費をはじめ経営、投資、雇
用の計画が立たない。経営の安定性を求める大規模経営を確
保しようとするなら、平等原則だけでは済まず、別の具体的
な組織形態を考えていかざるを得ない。
こうした場合、意思決定を長引かせないことも重要だ。い
ちいち総会などにかけるよりも、基本的には委員会形式で、
JAの指導部が入り一緒になってやるほうがよほど効果的だ。
取引先に対するマーケティングの課題についてふれてお
く。製品開発、企画提案力、販売促進といった面において、
取引先にどこまでものを言えるかが重要である。
さらに取引先との連携の問題として、事業戦略としての事
業部制、資本等の出資関係ということがある。販売事業は、
加工事業の面ではこれから独立採算制を考えざるを得ないた
め、場合によっては子会社化を考え、あるいは取引先との出
資会社もつくっていかなければなるまい。取引先とのネット
ワーク、連携は、情報の共有化が進めば進むほどお互いの資
源に依存していく関係になっていくと思われる。そうすれば
短期的にはいろいろな成長手段や戦略が見えてきやすいだろ
う。こういう事業戦略としての事業部制、あるいはいろいろ
な資本提携も含むような企業形態を構築していく必要があ
る。
ここで再び JA 全体に目を転じて、JA の内発的アグリビジ
ネス形成の可能性を考察すると、冒頭でも述べたように今後
の日本経済においては地域の食品企業、あるいは地域のアグ
リビジネス形態の役割が非常に強くなってくると思われる。
そういうときに柔軟な雇用システムをどうつくれるか。失業
時の保障や、さらに高齢者や婦人といった人的資源を活用で
きる雇用を、地域のアグリビジネスが代表して行なうという
可能性も考えられる。
利益の配分という面から見た場合、やはり川上である農業
の利益配分が下がっているので、川中・川下の利益を確実に
出す方法を考えざるを得ない。そしてその利益をいかに農業
に落とすか。農業生産の基盤ということでいくと、あまり生
産だけに頼っていては利益を出しにくい。市場価格が下落し
ていく分、加工や小売、あるいはレストランなどで、消費者
に食べてもらう場をつくりながら、その利益を引っ張ってく
るしかない。そこにいろいろな多様な雇用の場をつくるべき
である。私はこれを「アグリビジネス経営体」という言葉で
表現しているが、そういう論理へもっていかざるを得ないだ
ろう。

4. 青果物をめぐる産地マーケティングの革新
あまり表には出てこないが、産地の流通業者が今非常に活
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性化し、川下・川中をつなぐ役割を担っている。昔で言う産
地商人であるが、加工して契約にもちこむ方法で、当然産地
の経営の安定化につながる。例えばカット野菜。長野県では
農協のカット関係は解体傾向にあるが、産地の流通業者がや
ると、全国から安いものを集めてきて、いい加工業ができる。
産地の流通業者が、JAのやるべきことを産地のコーディネー
ターとしてやっている。極端に言うと、新しい価値をつくる
部分を JA が見失っている。単協などはもっと地産地消的に
いろいろなチャネルを活用すべきだ。
県連組織について言えば、本来の分荷調整の役割はだいぶ
なくなってきている。私は東京の分荷調整の役割は終わった
と認識している。そこで東京事務所から営業所にしていくべ
きだと思う。つまり少なくとも商談できる形にし、場合によっ
ては産地の仲立ちをしてもかまわない。スーパー、外食と連
携して、それから先はどういう市場を使うのか、どういう仲
立ちをするかといった部分で販売チャネルの設計をしていく
べきである。
そういう中で流通の機能とサービスに見合ったマージン

（手数料）をとるべきである。今は単協で 2〜 3％、県連で
0.5％〜 2％という状態で、このままいけば潰れてしまう。
産地では加工もできる、物流も組める、提案力もついている
という状態になっているので、マージンを 15〜 20％、加
工までいくと 30％ぐらいに上げていくのがよい。単にもの
を流すという意味で 2〜 3％のマージンが設定されているわ
けだが、今後のリスクを吸収し市場価格の低落に備えていく
ためには、トータルマージンをいかに上げるか、そのために
事業をどう組み直していくかが課題である。
県連でいえば、茨城 VF ステーションが大きく成長できな
い理由は、市場流通での利益の兼ね合いが調整できないから
だ。しかし、特定のスーパーとの連携をもっと深めていけば、
物流再編する可能性もなくはない。まだまだ物流が組めない
のが弱点だが、ビジネスの次の段階、より加工の程度をあげ、
より川下までマーケティングしていく形でのマージン拡大を
めざす必要がある。
単協については前回もお話ししたが、市場流通が将来的に
は 6割をわり、かなりの割合が緩やかな契約型になっていく
だろう。また、本来の食品企業との契約生産は意外に下がっ
ており、その分直売所が伸びてきている。ただ、直売所はこ
のままでいくと安売りになってしまう。どういう生産者を対
象にするかによっても違うが、直売関係では専業的な生産者
のチャネルは無理で、専業的生産者は契約や市場を使わざる
を得ない。そこをどう調整していくか。
最終的に流通機能とサービスに見合ったマージンをとって
いけば、私はまだまだビジネスはできると思っている。取引
先に対して資材の改善まで提案できれば、マージンは広がる

だろう。営農指導というのはまず製品ありきなので、そこで
トータルなマージン設定がなされる。提携すればするほど何
をどうするか、新しい価値が何か、どこを合理化すればいい
かが見えてくる。既存取引に留まらず、新しい取引をつくっ
ていくことによって、流通の機能とサービスに合ったマージ
ン配分、つまり手数料をとる。トータルな手数料でリスク調
整ができるビジネスモデルを早急につくらないと生きていけ
ないだろう。

5. 新たな展望
最終的には新しいビジネスモデルをつくれるかどうかいう
ことだが、新しい価値をどうつくるかという言い方をするな
ら、私はその可能性があると考えている。今は経営資源を自
分たちでもっているだけだが、提携をしない限りどの経営資
源がいいのか、あるいは相手の経営資源のどこがいいのかと
いうことがわからない。まず提携をやり、さらに情報を共有
化すれば、次の製品開発に入っていける。情報の部分から始
まって、スーパーであれば川下である店舗まで、外食であれ
ばメニュー提案までもっていく。そうすることによって、営
業の場面でもバイヤーに対して影響力が出てくるだろう。
長い目で見れば、川下である量販店、外食、生協さらに消
費者に近づいていかなければならない。市場でいくら販売促
進をしても価値はなかなか認められない。消費者まで近づこ
うとすればするほどブランド化戦略が必要になる。これを JA
としてどこまで取り組めるか。トレーサビリティや安全性に
ついても、最近 JA の部会の中で対応しようという動きがあ
るが、品質管理レベルがどこまでいっているのか、30％農
薬減なのか、50％農薬減に近いものまでもっていけるのか
特別栽培の認証をとってもやっていく努力が必要である。あ
るいはどういう提携の店舗をつくっていくのか、その上で販
促をどうするのか。川下からの PB戦略に対抗するには、地
域ブランド化の戦略をもち、安全・安心や品質水準の向上の
ためにイメージとして全量ブランド化するのではなく、一定
割合で認証基準をクリアーすべきである。
日本とフランスを比較したとき、生産システムはほぼ同じ
なのに価格に大きな違いが出るのは、フランスの AOC（統
制原産地呼称制度）のような価値を訴える力が日本の産地に
ないためだろう。製品の開発に保証システムと識別性の 2つ
をセットにして、システムをどう見せるかというところまで
持ち込まないと、JA のマーケティングもこれ以上は進まな
いのではないか。システムを消費者にまでつなげていき、そ
の中でいいものがあればそれなりの評価をする。消費者に対
しては食味にまで踏み込んで説得する。そういうマーケティ
ングの手法を駆使しながらブランド化戦略を進めるべきだろ
う。
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羽黒・のうきょう食品加工有限会社　斎藤三郎

1. 加工への取り組み
減反政策で米が作れなくなった田んぼで、代わりに何を作
るかというところから、私たちの取り組みが始まった。し
かし、どんな野菜を作っても市場で認められるものができな
かった。そのため、田んぼの転作には、農家が作りやすいも
のはなにかを聞き、作ったものは価格保障制度を約束し、き
ちんと買い上げるというシステムが必要だとわかった。とこ
ろが、約束した金額で買い上げたなら、それを売らないとロ
スが出てしまい、JA職員の首が飛ぶ。なんとかそうした野菜
を売る方法はないかと考え、たどり着いたのが「加工」だった。

2. 試行錯誤と方法の転換
しかしながら、加工したものは本当に売れるのだろうか、
それが一番の問題だった。農家との関係は守っても、農協に
は不良在庫が出る。試行錯誤しながらの 1〜 2年後、「良い
ものは市場へ出し 、売れないものは農協が買上げるというし
くみではよくない、売れるものを加工していかなければだめ
だ」という結論に達した。そこで、「こういうものを栽培で
きないか」と農家への逆提案をし、作ったものを買い上げる
という方法に切り換えることにした。その際、(1) 価格を言
い切る　(2)「反収をいくらとるかを計算できる農業」を農
家へ持ち込むことが必要だった。

3. 加工で農家を守る
こうして、平成元年に会社を立ち上げ、現在に至っている。
この 17年間の流れのなかで、加工品目には浮き沈みがあっ
た。しかし、「漬物屋」として、輸入原料を一切入れない加
工で生き残っているのは日本でもめずらしい会社だと思う。
通常、漬物において、原料価格が占める比率を総販売額の
24％程度に抑えないと経営が成り立たないが、私たちの場合
は 40％にもなる。つまり、10億円の年間販売額のうち 4億
円で農家の野菜を買っているしくみを 17年間守ってきてい
る。これは、米の価格は下がっているのに、今も昔も大根を
1本 60円という同じ値段で買っているということだ。浅漬
け用のナスでいえば、昔も今も1キロ320円で買っているが、
それが「加工」では大事なことなのだ。スーパーで 17年前
に 1袋 248円で販売していたナスは、今は 198円でないと
売れない。加工で農家を守ることができることが、私たちの
誇れることである。これは、簡単なようで難しいしくみだ。
会社を守るには原料を値切ることになるが、それではなんの
ための加工会社かという衝突が農家との間で起こる。
そんなやりくりをしながら、品目も大幅に変わり、主力は
根菜類からフレッシュ感のある漬物へと変わってきた。
農協合併をしたが、合併先の農協では、たとえばナスを 1
キロ 180 円で市場出荷していた。羽黒農協ではナスを 1キ
ロ 320円で買っていたわけだが、合併後は 1キロ 180円で
出荷していたところからも 320 円で買わざるを得ない。そ
うすると 180 円で出荷していたところが大量生産するよう

になり、売れないものがどんど
ん工場に入ってきた年があった。
加工で儲からないものを買うこ
との怖さを身にしみて感じたわ
けで、必要以外のものを買わな
いということが、加工事業のポ
イントだ。

4. ニーズをつかむ
私たちは、10億円の販売額のうち 2億 3000万円、23％
を生協に販売している。現在、生協はネットワーク化を進め
ているが、単協がこのネットワークに入ると、よい商品だと
売り上げが10倍にもなるということが起こってくる。だが、
売り上げが伸びからといって、施設を増設したからといって、
いつまでも生協がフォローしてくれるとは限らない。本当
に売れるとわかると、320 円のナスよりも、32円のナスを
198円で売ったほうが儲かるということは誰もがわかること
だから、海外に生産・加工とも移してしまう。こういったこ
とが流通業界では多くなってきている。
消費者が 200 円で漬物を買うとすると、工場にはその半
分の 100 円しか入らない。そのなかから原価償却費、原料
費などを引いていけば、利益は 1袋 1円しかないという状
態だ。しかし、これを年間 3万パック、365 日休みなく生
産しているということも事実だ。利益として残る 1000万円
のうち、500万円を税金として払い、残りを内部留保できれ
ば上等ということでやっている。
漬物屋は、全国的に見ると、売り上げが 100 億円あって
も倒産している時代だ。漬物屋は個人企業が多く、家族経営
で土地成金というところが多い。親父さんが亡くなって、遺
産相続でつぶれるパターンで、年間2〜3社がつぶれている。
個人企業よりもはるかに大きいスーパーがつぶれるというこ
とにぶつかることもある。加工は信用取引なので、保証金を
もらって売るやりかたはできない。信用取引のなかで、どう
資金運用をしていくかということも組織の中では大事なこと
だと思う。
バブルまでは、産地の農家が生産しやすいものをどう加工
していくかという発想だったが、産地で余っているものを加
工し、東京の消費者に売ろうとしても、消費者は要らないも
のは要らないわけで、いくら営業しても無理だということに
気づいた。そのため、今の消費者が何を欲しがっているかを
きちんととらえ、そこに訴えていく必要があると感じる。価
値を消費者が決めている時代なので、価値にあわせて産地の
生産と加工をどうマッチングさせ、売っていくかということ
が大切だ。
たとえば、山菜の加工 ( 水煮 ) 原料は中国から入ってくる
が、完全有機無農薬のものなら売れるのではないかというこ
とで始めたら、浅漬けの山菜漬物は全国的にもなかったこと
もあり、ヒット商品となり、3年で 1億円の商材となった。

報告 1 JA と食品産業との連携
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消費者は「安全・安心」を求めているが、テレビなどのマ
スコミの消費者に対する影響力は大きい。そういった動きに
ついての情報を持ち、生産者と共有化することが大切である。
また、生産側の間口を広げることも必要だ。取引先の出店
による取引量の拡大に、加工や農家の生産拡大が追いついて
いけるかということも大事なことと感じている。

5. アグリビジネス・産直
加工品は、地元の人がおいしいと思うものでないとだめで、
そういうことからいうと、地元加工が原則だ。地元の人が買
わないものを都会に持っていっても無理があり、商品として
成立しない。地元が「イケル !」と思わなければ絶対に売れ
ない。そのためには、地域のなかで評価、認知されることを
通して、付加価値をつけ販売していくということの繰り返し
しかないだろう

6. 日本の農家を加工の立場から守るために
農協の質が落ちてきている。そのため、組合員のやる気の
あるものが農協にくっつかずに法人化し、自立する。農協組

織が、自立しようとする有能な組合員や農家に歯止めをかけ
られない状態がくやしい。その対策として、農家と加工所を
直結するしかないと考えている。農協から離れる農家を取り
込むために、法人を作らせ、出資もする。作付け計画の提案
をしたり、種代を融資するなどして、関係を少しずつつくっ
ていきたい。
生産者と情報を共有しながら、製品を生み出していくとい
うことをしなければ、消費者もついてこないと感じ始めてい
る。また、単純に国産だからよいということが、加工として
本当に正しいともいえないと気づき始めている。それから、
いろいろな地域の生産者がいることも大事だ。たとえば、北
海道の生産者に漬物の漬け方を教えて一次加工を提案し、羽
黒 JAブランドで現地で売ることも考えている。
私たちは、日本の農家を加工の立場から守ることができる
という夢を描いている。そのため 1日に 30品目もつくるこ
とになるのだが、間違って出荷し、東京でクレーム処理のお
詫びに行ったときには、方言を使ったほうが都会の人はすん
なり受け止めてくれる。だから、方言のなまりも大事に守っ
ていきたい。

JA つくば市谷田部産直部会長　櫻井一男

私は生産者の立場なので、どれだけ皆さんに伝わるか不安
だが、本日は資料に沿って説明させていただきたい。

1.JA つくば市谷田部産直部会の概要
JA つくば市谷田部産直部会は昭和 59年に発足して以来、
21年を迎える。私は最初の立ち上げからずっと会長の役職
にあるが、当初は部員 80名ほどの農協青年部という組織で
スタートした。のちに茨城の研究学園都市の研究機関に贈
答品としてメロンとスイカを売り込もうということになり、
20人ほどで部会をつくった。その過程で生協の組合員になっ
た方があり、それがきっかけで産直部会が始まった。
直売所は、まず平成 6年に農協に小さいものを建て、11
年には大きな常設直売所を設置しました。私たち部員と、産
直部会に入っていない生産者、これは高齢者の方が多いです
が、約 180 名の方が直売所に出荷しています。売上げは平
成15年で10億を達成し、16年も10億 3,400万円ほどと、
昨年と変わらない売上高を維持しています。
栽培は、減農薬減化学肥料栽培による環境保全型で取り組
んでいる。各品目ごとに使える農薬の種類、回数、肥料の
量などを細かく決め、品目ごとに責任者が管理して栽培に当
たっている。農薬については、生協との話し合いで約 40種
類の農薬を禁止し、また特別栽培ということで、防虫ネット
あるいは太陽熱消毒などを活用している。防虫ネットはコマ
ツナやホウレンソウなどの葉ものを中心に使用し、太陽熱消
毒は秋ニンジンの 95％に適用している。肥料は、肥料会社

と話し合いの上、有機 80％の肥
料に統一した。堆肥は、牛糞堆
肥で 10a当たり 3t 施用し、堆肥
生産者に散布をお願いしている。
栽培基準については、各生産
者すべてに農地管理表、圃場台
帳の記帳および農薬保管庫の設
置を義務づけ、年に 2回の内部
監査で管理している。あわせて、農協の担当職員をはじめ、
各品目の生産者全員が圃場を巡回する現地調査も行なってい
る。また、生協主催の公開確認会を開いて、栽培方法や使っ
ている農薬・肥料などの情報をすべて出し、監査人の監査を
経た上で意見を出し合っている。残留農薬検査については生
協が検査し、栽培基準違反者に対しては半年間の出荷停止、
1年の出荷停止、除名というように厳しい罰則を設けている。
さらに、「環境に優しい農業」ということで、県の特別栽培
制度の認証制度も活用している。
消費者との交流については、地元の公務員の奥さん方 14
名に青空市の会をつくっていただき、我々の野菜の販売をし
ていただいている。また、月 1回ぐらいの割合で各生協が見
学を行なう産地見学会や、毎年 10 月に 400 名規模の収穫
祭を開催するほか、首都圏の新興産地である茨城、千葉、埼
玉といった産地の作付け会議を通して、毎月近郊産地との情
報交換も行なっている。

報告 2 JA と生協の産直システムの革新
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2. 具体的な取り組み
以上が概要だが、その中で本日のテーマである販売戦略に
ついて述べるには、農協が生産者に対してどう関わってきた
かということをお話しする必要があると思う。
農協からはこれまでの 20年間、いろいろな施設や機械類
の補助を受けてきた。昭和 60年に行なわれた「ゆたかな村
づくり運動」という県の補助事業を導入していただき、現在
の営農センターである産直管理センターの建設をはじめ、保
冷車 2台と予冷庫等を導入していただいた。その後、年々販
売高が伸びるにしたがい、差圧式予冷庫や大型の予冷庫を、
またフロンガスの規制に伴いハウス内の土壌消毒ができなく
なった事情でスチーム土壌消毒機を導入していただいた。こ
れはハウス内の連作障害の低減に役立っている。
我々は小麦や米も栽培しているが、農協では紙マルチ専用
の田植機械の無料貸し出しをしており、来年度からは温湯消
毒機を購入して、無料で種子の温湯消毒を行なう予定をして
いる。なお、空中散布の完全中止も農協の協力により実現し
た。米についてはそういった姿勢が消費者のご理解を得て、
出荷数量も年々増えている状態だ。昨年度の農協の米の集荷
数は 56、000 袋で、これは谷田部地区内では約 7割の集荷
量だ。56,000 袋のうち 25,000 帯ぐらいは生協へ出荷して
いる。谷田部地区で集荷した米のあとの 3割は一般業者へ販
売している。
価格については去年が非常な安値で、全農いばらきが出
した値段が 11,000 円だったので、谷田部農協ではこれに

1,700 円を出して 12,700 円で買い上げ、さらに減減米の生
産者には 1,000 円を上乗せして 13,700 円で買い上げまし
た。こうしたことによって今まで農協へ出荷しなかった人か
らも喜んでいただきました。
農協の販売高はここ 10年ほどは 20億円前後で推移して
いる。昨年の売上げは 19億 3,300 万円だったが、我々産直
部会の売上げは 10 億 3,000 万で約 6割を占め、米を加え
ると 7割から 8割近くに達することもあって、農協側から
は積極的に助成するという方向でご協力いただいている。
我々農家は、消費者との話し合いが一番大事だ。話下手で
苦労もあったが、販売対策は農協に任せないで、すべて自分
たちの手でやってきた。現在は生協との直接交渉も、我々自
身でやっている。出荷にしても、年に 2回、春夏作、秋冬作
の作付面積や出荷数量の計画を出してもらい、それを基にし
て生協と価格を決めている。

3. 今後の展望
今後の展望としては、現在 3、000 名いる組合員の中か
ら一人でも多く部会に入ってもらうことが第一であると考え
ている。これは地域農業の発展にもつながると思う。発足時
30名だった部員も現在は 63名に増え、後継者も 25名にな
りました。このほとんどがUターンだ。この厳しい農業情
勢の下、環境保全型農業をさらに推進させ、都市化が進む中
でも立派に農業で自立できるように、農協と一体になって進
んでいきたいと考えている。

JA ふくおか八女　古賀秀利

1. 福岡県八女の位置と JAふくおか八女の概況
八女・筑後広域市町村圏は福岡県の南端に位置し、管内を
矢部川と九州一大きな筑後川が流れ、筑後平野と山間部の起
伏に富んだところだ。純農村地帯で、古くからの農業産地で
もあり、福岡県でできる作物のほとんどを栽培している。特
にお茶は八女地域のものがほとんどである。
JA ふくおか八女は平成 8年に合併し、現在に至っている。
農産物販売高は 285 億円 ( 合併当初は 320 億円あり、福岡
県下の農産物販売高の 24〜 25％を占めていた )で、各生産
部会は組織的には強い。

2. 直販の生い立ちと営農販売の方向性
合併にあたり、JA の新しい基本方向を 8つにまとめた。
そのなかで、農産物販売事業としての大きな目標の一つが、
「自然環境と伝統文化を生かした地域農業の振興と新しい JA
事業の展開」である。これは、山間部から平坦部までの豊か
な自然環境を有し、また農産物生産量は九州第一位という優
位性を生かし、地域独自の販売体制を確立することを目指す
ものだ。

そのための地域農業の構築と新し
い事業展開を図るものが、「農産物
販売事業強化指針」だ。この指針の
最初には、農産物販売をめぐる情勢
の特徴として、市場外流通の拡大が
見込め、販売チャネルの多元化が進
む、市場流通においても取引形態が
変化する、消費者の食の安全性・健
康性への志向が高まるといったことをあげているが、そうし
た流通の変化、消費の変化を捉えたなかで、販売活動の基本
方針を提示している。
「強化指針」の 3では、「販売事業の再構築と課題の基本方
向」として、販売体制の構築、消費者にマッチした販売体制、
産直・直販の流通などを行っていこうということを打ち出し
ている。
直販事業、パッケージ、生協とのつながりなど、「産地と
して、市場に頼らず、自分たちでできることはやっていこう」
ということも合併基本構想にあり、少しずつ進めている。
将来的には、農産物の直販を全量の半分にもっていくこと

報告 3 直販の現状と課題
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も基本構想に盛りこまれている。それをもとに具体的に第 1
次・2次・3次と、3ヵ年計画を立てながら、ひとつずつ実
行してきている。

3. 直販を進めるときに出てきた問題点
まず、直販を進めていくにあたっての方向性を決めなけれ
ばならなかった。今までは市場への委託販売だけで、市場へ
の分荷作業でしかなく、相手との商談もできない、取引先は
市場だけ、という状態だった。そこで、まず東京に事務所を
設けて取引先を探そうと、 平成 8年に東京事務所を設置し、
1名の専従を置くところから始めた (現在は専従 3名 )。
取引先をどう探すのか、どのように直販を進めるかという
問題にぶつかり、 全農の東京・大阪の集配センター ( ここは
セリがなく相対取引 )で相手先を紹介してもらったり、商談
のやり方を勉強させてもらったりしながら、西友、ライフ、
全農などの取引先を見つけてきた。だが取引先を見つけても、
なかなか商談が成立しないという問題が出てきた。
また産地のサイドでは、JA 合併後も、販売は合併前のそ
れぞれの JA単位で行ってきており、たとえばイチゴの場合、
合併前の 8つの JA それぞれにあった集荷場で販売している。
その調整をしなければならないという問題がある。また、今
まで築きあげてきた生産者と市場との関係が強いため、直販
に荷物が回るのは後回しになってしまうという問題がある。
市場価格が 80円の場合、90円あるいは 110 円という価格
でないと、直販へはまわしてくれない。このように、今まで
の取引先とのつながりが強いため、直販取引の量が伸びてい
かないということが 2年半くらい続いてきた。

4. どうしたら直販は伸びるのか
こうした状況を変えるために、直販の「2次精算方式」を
とるようになってきた。その仕組みだが、「直販の 1次精算
として、市場の平均価格で生産者から買い取りましょう」と
いうものだ。直販の販売額と 1次精算の支払額の差額金を
プールし、人件費などを差し引いて、残ったお金を 2次精算
として生産者に支払う。この仕組みによって、相手との直販
の商談も初めてできるようになった。
こうして、直販のメリットが生産者に見えてきて、直販の
取扱量がスムースに伸びるようになった。直販の販売高の目
標だが、当初、販売高の 50％という数字には部会として抵
抗があったので 20％でスタートしたが、直販のメリットが
見えてきて、目標数値を高めることができた。

5. パッケージセンターの設立
こうして直販の販売高が伸びていくなかで、同じ量販店の
なかで市場出荷したものとバッティングするという問題が出
てきた。そのため、商品のアイテム数を増やして、うまく利
益を得ていくための方策が必要となった。そこで、消費者が
求める価格・量の要求から、平成 11年にパッケージセンター

を作り、平成 12年から稼動している。パッケージセンター
によるイチゴの売り上げは、いま 9億円になっている。こう
して、パッケージセンターで消費者のニーズにあった荷姿を
つくってバッティングを回避し、付加価値をつけることもで
きるようになった。現在ではイチゴのほか、ブドウ、スモモ、
野菜のパッケージを行っており、年間 10億円を扱うように
なっている。
パッケージセンターの効果として、パッケージセンターが
高齢の生産者に代わってパッケージすることにより、出荷作
業に伴う労働が軽減され、高齢者が生産できる年齢が延び、
耕地面積拡大にもつながっている。
パッケージセンターを利用したイチゴの出荷量は当 JA 管
内のイチゴ生産量の 1割で、今後、利用を希望している人も
多い。だが、パッケージセンターのウエイトが高くなると、
それなりの販売先を確保しなければならない。そのためには、
現在は生協を主体としている適量パックを、今後は量販店に
おいて進めていく必要がある。

6. パッケージセンターの効果
生協・量販店の適量パック、ギフトなどの付加価値商品を
パッケージセンターでつくることによって、価格の安定につ
ながっている。また、利用する生産者に対して、品種によっ
ては、契約栽培で年間値決めをして買い取ることができるの
で、生産者は量をいかにとるかということに専念することが
できる。
現在、市場向けの荷姿とパッケージセンターで付加価値を
つけた荷姿があるが、今後はパッケージセンターを主体とす
べきではないかと考えている。
また、東京で聞くニーズによると、今後は加工もやってい
く必要があるだろう。一部は加工にまわして付加価値をつけ、
価格安定を目指したい。

7. 直販に伴うリスクをいかに回避するか
リスク回避のために、取引先の調査はもとよりしているが、
全農の果たしている役割も大きい。直販は全体でおよそ 30
億円の販売額だが、そのうち全農を帳合とした販売が大半を
占めている。つまり、商談は直接 JA の担当者が行い、金の
回収は全農に行ってもらっているわけだ。
過去に 2回、取引先が倒産したが、倒産する前に代金の回
収はできた。取引先に関する事前の情報を得ることが大切だ
ろう。貸し倒れ積立金を活用する方法もある。

8. 構想はトップダウンではなくボトムアップで
基本構想などは、トップダウンではなく、係長サイドでプ
ロジェクトを組み、方向性をきめ、担当者が考え、上に上げ
ていくやりかたをとっている。それには組合長の理解などが
あるのではないだろうか。
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JA みなみ信州生産部生産企画課課長　澤栁実也（写真右）
JA みなみ信州生産部生産企画課　塩澤洋治（写真左）

正直なところ、まだ報告するにはいかがかという段階だが、
本日のテーマに沿って、私ども JA の直売に対する取り組み
を、2点お話しさせていただきたいと思います。

1. 新たな直売事業を切り口とした農業振興・販売戦略へ
●いいだ農畜産物直売プロジェクト
私どもの JA では、生産物の生産販売額が約 200億円とい
う目安をもっているが、昨年は 190 億円をやや切ってしま
う状況だった。主力であるものが、その年の相場展開等々に
よって 10億円から 20億円変動し、市場取引も時代ととも
に変化していく状況の下、まず私ども JA が生産者の生産意
欲を高めるために再生産価格をつくり上げていく必要がある
と考え。そこで、まず流通・販売改革への取り組みとして、（1）
農業振興のためには販売戦略の再構築が必要である、（2）中
山間地域農業の生き残り手法を見出すこと、（3）市場流通な
ど既成事業形態から脱却した発想も必要である、（4）経済自
立を目指した農業展開に誘導していくべきである、という 4
つの指針を設定した。
続いて、JAと行政がともに抱えている農業・農村の活力低
下、地域の経済自立度の低下という問題に対し、飯田市を中
心にした農産物の直販プロジェクトを立ち上げたらどうかと
いう提案が出された。特に、昨年就任された市長さんは、「こ
れからの時代は行政みずからが生産を上げていく努力が必要
であり、行政が『株式会社飯田市』という形の自由競争を取
り入れる」という新方策を出された。これに加速された形で、
平成 15年 8月「いいだ農畜産物直販プロジェクト」が発足
した。
● JA生産流通の意識転換
当 JA では、これまでも行政と一緒に、生産技術の意識の
開拓・転換を仕掛けてきた。
昭和 40年代は、一気に量をつくって市場に送れば、お金
になるという時代だった。やがて生産部会が出荷の主導権を
とる時代になり、今は産直・直販をする方たちが中心になっ
てものを考えだしている。それに合わせて、JAの生産指導も、
集団的指導から個別の品目別指導方式へ、販売方法も、一元
集荷多元販売からそれぞれの品目やパッケージにおけるアイ
テム販売の形に変わってきた。生産者に対しても、今は「こ
ういうところに出荷をしたい人がいたら手を挙げてくれ」と
お手上げ方式で希望者を募り、その生産者の意欲を優先して
指導する形をとっている。最終的な生産方法については JA
の直売方式があるが、アイテムによっては差もありますので、
そのいくつかのバリエーションの中でやっていく形をとり始
めている。
こういった仕掛けについて、私どもはまだ大きなところと
は取引を開始していない。というのは、まず私どもの地域で
とれたものを地域の中でブランド化していく方向で進めてい
るからだ。地域の中で皆さんから自信をもって「おいしい・

うまい・安全・安心」というレッテルがとれなければ、おそ
らく外へ持っていっても売れない。そこで私どもでは JA の
中に設けている 29の直売所を使い、これは女性部活動の中
でやっているのがメインだが、「地域で余った農産物を出す」
ではなく「よりいいものを出して地域の人たちに認めてもら
おう」という考え方でやっている。
●食品スーパーとの連携
さて、先述の直売プロジェクトの中で都市の販売店との連
携が始まったわけだが、そもそもは飯田市が進めた都市農村
交流事業の一つである「あぐり大学院」のホームページにア
クセスしていただいたことがきっかけだった。産地と小売の
パートナーシップ、いわゆる協働コラボレーションを新たな
流通で開拓していくということで、①消費者のための信頼シ
ステムをつくる、②互いが得意分野を活かして協働する、③
ガラス張りの透明さのなかで智恵を出し合うという 3点を事
業要点としている。特に②だが、産地として、これまでの市
場流通や量販店出荷とは違う「この直売所は自分たちの店な
のだ」という意識をもつこと、小売についても「産地は自分
たちの農場である」という真心をこめて売っていただくこと。
お互いにそうした発想を得ることができた。そして生産者に
とって一番気になるマージン、売上げをきちんと明らかにし
て取り組むと。
事業連携においては、産地、消費者、小売には「値決め方
式から買取方式へ」「産地生産者への直接生産方式」「JAマー
ジンのみの送金精算」という 3点がだぶる部分として出てく
る。さらに三者それぞれの関係を見ると、小売と消費者、小
売と産地との間には当然信頼関係が必要であり、小売と消費
者の間には価値観の創造と、ものを売るだけではなくて産地
に来ていただくという誘客の仕掛け。そして産地と小売の間
ではガラス張りの生産システム、そしてテレビカメラ等を
使った新たなシステムの駆使。こういった内容で、私どもも
大変理想の形と思って取り組みを開始した。
しかし、現状はいろいろな課題が出てきている。特に、東
京まで 250 キロという距離の中でフレッシュ農産物を、ど
ういう形で、どう運ぶか。今この辺りを課題としてとらえて
いるところだ。

2. 直売システムの新展開
現在、私どもの農協にはメインの直売所が 2つあるが、そ

報告 4 都心スーパーとの連携販売
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の直売所のシステムおよび考え方を紹介させていただく。
●携帯電話のウェブ機能を活用
まず、直売所を 2カ所開設したねらいについてだが、従来
の市場への無条件委託販売からの脱却、および取扱額におけ
る直売・直販比率 30％達成を図り、ひいては生産者の手取
りを向上させようというのが大きな目的だ。同時に、消費者
には生産者のこだわり食材を新鮮なうちに届けたい、生産者
には自分のとったものが目の前で売れる喜びを味わってほし
いという目的もあった。そこで平成 11年 7月には第 1号店
の「りんごの里」を、平成 17年 4月には第 2号店である「お
よりてふぁーむ」を開設した。
生産者の生産意欲向上のお手伝いとはいっても、オープン
前、生産者からは「出荷したものが今、いくつ売れているのか」
「閉店したら引き取りに行かなければならないのか」「それと
も全部売れてしまったのか」といった不安の声があり、一方
直売所としても「生産者の販売のチャンスロスをなくしてあ
げたい、生産者の励みになるような情報を伝達してあげたい」
という課題があった。
この問題を取り除いたのが携帯電話だ。当初は、「輸送に
片道 2時間かかる生産者の負担を軽減したい」、「生産者に情
報を伝えたい」という目的から導入したが、現在は JA から
のお知らせをはじめ、売上情報、個人別売上速報、販売実績

ランキングといった 4つのコンテンツを配信するまでになっ
ている。すでに 600 名の生産者が登録され、1日平均 136
件ほどのアクセスがあります。携帯電話の導入は、生産者同
士にとどまらず、消費者と JA 職員とのコミュニケーション
にも効果があり、運用して 1カ月がたった段階では、委託の
加工事業者の方にも対応するほどになった。
●「安全・安心な農産物をお客様へ」を合言葉に
また、私どもでは「安全・安心な農産物をお客様へ」とい
うスローガンのもと、管内 29ある直売所の出荷者を代表に
「直売所連絡協議会」を立ち上げた。直売所専用に生産履歴
のシートをつくり、チェックの提出を義務づけている。この
チェック業務は、最初は専任 1名体制で実施していたが、小
規模農家、いわゆる家庭菜園と庭先農家で使われる無登録農
薬の問題があり、これを根絶するためにチェック要員を 2名
に増員した。今後も業務のスピード化と農薬指導を徹底させ、
生産者およびお客様向けのコンテンツにも一層の充実を図る
など、事業を展開していきたいと思っている。
私どもはまず地元の直売から進めているが、まだ経過のき
ちっとした数字も出ておらず、首都圏との直売も始まったば
かりだ。特徴としては、私も 30年ほど生産畑にいる中でな
かなか行政とうまくいかなかったものが、やっと一枚岩に
なって動けるようになったと思っている。

千葉大学大学院自然科学研究科　山室英恵

食の安全や安心、トレーサビリティ、知的戦略、ブランド
保護などに関心が強まっている。その中で、川下に一定の評
価のある地域ブランドは、消費者の認知度に拠ったものが多
いため、原料管理、衛生管理、流通チャネル管理などを含め
た厳格なブランド管理を行えるシステム構築をしていく必要
がある。そうすることで、消費者との信頼関係を構築し、差
別的優位性の維持が可能となり、持続性かつ競争力のある地
域ブランドを確立していくことができる。生産から加工まで
同じ地域で行われるようクラスターを形成し、地域振興を
行っていく必要があるだろう。

1. 京野菜のブランドと管理
（1）京野菜とは
広義には、京都で生産された野菜全般を指す。このほかに

「京の伝統野菜」、2種類のブランドとして定義付けられてい
る「京のブランド産品」と「京の旬野菜」がある。京の伝統
野菜は、明治以前の導入・栽培の歴史を有するもので京都府
内全域を対象とするものなどを指す。
「京のブランド産品」は、品目のもつイメージが京都らし
いもの、出荷単位としての適正な量のまとまりが確保できる
ことなどを基準に、「京の旬野菜」は、栽培指針に基づく栽
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培方法を実践できる見込みがあるか、などを基準に認証を受
けているものである。
（2）ブランド管理の条件
生鮮品は流通過程で品質に変化が生じる。特に野菜は、他
産地の品種や栽培方法の模倣により、差別化が困難である。
そのため、種苗管理、食味管理、出荷・流通管理、トレーサ
ビリティの確立など 7つの条件で管理する必要がある。

2.「京のブランド産品」認証制度
（1）京野菜のブランド管理
京都では、「京のふるさと産品協会」主導の全国流通を目
的としたブランド事業を開始し、「京のブランド産品」とい
う認証制度を導入した。その背景には、米の生産過剰による
転作の必要性や消費者の個性的で多様なニーズへの対応など
がある。
認証されている産地は 107産地、1産地約 30戸の農家で
成り立っている。また、1農家あたり 3〜 4ヵ所に分かれた
平均 10a の農地を所有し、農業収入と年金で生活している
65〜 75歳を中心とした専業農家である。
新たな産地を育成することにより、生産規模を拡大してき
たことも特徴である。また、担い手育成のための支援も行っ
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ている。
（2）京のブランド産品の流通
首都圏にアンテナショップを設置し、販売協力店の拡大を
図り、全農京都から太田市場への出荷ルートを確立した。こ
のため、平成元年度 3.8 億円であった出荷額は、平成 15年
度には 15.5 億円となり、首都圏への出荷数量は約 30 倍、
販売金額は約 25倍にまで伸びた。平成 16年の販売協力店
は東京 231店舗、京都 25店舗となっている。
平成 16年度からは、「京都こだわり生産認証システム」の
運用を開始した。なかでも ｢京都こだわり栽培指針｣ による
栽培方法の保障、トレーサビリティの確立、第三者機関の設
置が着目すべき点である。システムの導入により、消費者と
の更なる信頼性の構築が可能となった。また、平成 17年度
6月からは、トレーサビリティが確立した品種も大幅に増え、
12品目で行われることになる。第三者機関としては、NPO
法人「京の農産物あんしんネットワーク」（1100 人のメン
バーのうち、25％が消費者、75％が生産・流通・加工業者
で構成）が指定されている。
（3）ブランド管理の問題点
ブランド管理の問題点として、①原原種のため完全な種苗
管理は行えない、②出荷は単協主導のため、需給調整ができ
ない、規格が不統一、検査が厳格でない、③流通過程でパッ
ケージされるためブランドの品質保証が消費者段階まで行わ
れない、④店舗での鮮度低下が生じている、といった点が挙
げられる。

3.「京の旬野菜」認証制度
京都市では、すでに生産者の個人ブランドや個人の出荷形
態が確立されており、「京のブランド産品」のような系統出
荷形態では出荷できず、「京のブランド産品」の認証の必要
性も感じていなかったことを背景に、ブランド事業に参画で
きない状況になったため、京都市主導で ｢京の旬野菜｣ 認証
制度が開始された。京都市がブランド認証のカードやシール
を発行し、認証をしている。第三者機関は設けず、生産者と
消費者間で信頼性を構築することにより、システムの維持を

図っている。
事業の問題点として、①認定農家のうち、認定シールを貼
付して出荷している農家は 3〜 4割程度、②認証システム
を審査する第三者機関が存在しない、③販売数量・販売金額
を京都市が把握していない、など流通段階でのブランド管理
が不十分であることが挙げられる。

4.2 つのブランドの存在と関東での流通経路
2 つのブランドが府内に存在することにより、府外の市場
に出荷された時、ブランド農産物間で競合関係になってしま
う。関東での流通経路を見ると、大田市場へは 2つの経路で
入荷される。また、大田市場からは 3つの形態で出荷されて
いる。
（1）東京市場における京野菜の位置づけ
各種の「京野菜」の価格が同等であることの理由だが、ブ
ランド産品の卸売・仲卸・消費者間での認知度が低いこと、
認証品目が少ないこと、ブランドよりも品質が重視されるこ
とが、その理由となっている。
（2）東京市場での京都産「京野菜」の価格が高い理由
品質面で他産地に比べ優位であること、流通が多段階に
なっているため流通効率が悪い、首都圏での販促活動により
認知度が高まったことが挙げられる。

5. 結論と今後の課題
「京のブランド産品」と「京の旬野菜」のブランド管理体
系の手法が確立されていないため、現時点での認証システム
では差別的優位性を維持することはできない。そのため、ブ
ランド管理条件に則した管理体系の確立が必要である。
具体的には、販売チャネルの未確立により、消費者段階ま
でブランド認証が維持されていないため、市場外流通を含め
たチャネル管理の徹底が必要であろう。また、品質が不統一
である点については、全農京都を中心に品質の統一化を図り、
また一元出荷管理も確立すべきである。小売段階での品質の
劣化については、販売支援を強化することで対応することが
求められる。

JA 全中・経済事業改革推進室　甲斐野新一郎

1.JA グループ販売事業の改革について
経済事業改革は始まってすでに 2年になる。今までは生
産資材の物流や農機センター、ガソリンスタンド、Aコープ
など、収支改善効果が経済事業のなかで大きな部門を中心に
行ってきたが、平成 15年度前半は、営農指導事業の議論を
行い、今は営農指導員の資質向上をテーマにしている。販売
事業の見直しをしていかなければ、この先の見通しが立たな
くなる危険性があるため、今年、小委員会を作り、事業の側
面から改革を検討していきたい。

報告 6 系統販売事業の現状と問題点

2. 販売事業の改革の背景
（1）米の流通の変化
旧食糧法時代には、自主流通法人
が全体の流通計画を作り、安定供給
をする仕組みがあったが、16年度
に廃止になってからはまったく流通
規制がない状態だ。食糧法上の特別
の地位にあった全農全国本部も、普
通の一業者になってしまっている。



83

JAグループと連合会の集荷率の差は、年々拡大傾向にある。
つまり、共同計算にメリットがなくなってきて、逆に農協が
直接販売したほうがメリットがあるためで、今後その差はさ
らに拡大していくことが予想される。また、中間流通の消費
者サイドの卸・仲卸を見ると、上位 5社のシェアが拡大して
いる。つまり、系統サイドでは農協と連合会の関係が変わり、
卸サイドでは急速に寡占化が進む。特に経営環境が変化した
ときには、経営の弱いところは淘汰され、強いところだけが
生き残るという再編が行われやすくなる。米業界ではこれが
確実に進み、さらに上位の卸のシェアが拡大している。その
ため、従来の食糧法にのっとった機能分担を農協サイドで比
較的従来どおりやっているが、卸サイドではかなり再編がす
すむ、という現象が生じている。
（2）米の共同計算をめぐる問題
共同計算はもともと多々問題を抱えていたが、今年 4月の
秋田県の問題をきっかけに、共同計算の問題が注目されてい
る。秋田の場合は担当者の不正ではあるが、その背景には「集
荷した米は何が何でも売り切らなければならない」という、
今の共同計算のシステムにあるのではないだろうか。売り切
れば何をしてもいいと思ってしまう。犯罪に至らないまでも、
米を完売することだけが優先され、ほかのことに注意が向か
ない。秋田の場合、農水省の行政指導もあり、四半期に一度
は共同計算を開示することになっている。
そのため、近々に「米の共同計算は、組合員や農協に対し
てタイムリー・ディスクロージャーの開示をしていかなけれ
ばならない」ということになるだろう。
共同計算の完売を重視した結果、コストについては軽視さ
れているのではないか。逆に不作であっても、スーパーマー
ケットの末端価格はそれほど変動しない。商品の特性として、
消費者が値ごろ感をもてる価格でまったく動かない状態だ。
そう考えると、中間流通のコストをいかに安くできるかと
いうことが、農家の手取りを一番左右することになる。共同
計算は米の完売を優先しているので、コストはかなり高めな
のではないか。JAグループとして中間コストをどれだけ削減
できるかということは、「競争力」を人目にさらすことがで
きるかということにかかっている。
（3）卸売市場の改革
卸売市場の自由化が段階的に始まっている。卸と仲卸の業
務規制が撤廃され、手数料も段階的に自由化される予定に
なっている。その結果、「市場による産地の選別」と、「産地
による市場の選別」が生まれてくるだろう。今までは中央や
地方の卸売市場があるため、できた農産物が売れないという
ことはなかった。とりあえず市場に持っていけば、卸業者が
引き受け、仲卸業者に売ってくれて、安くはなるが、売れな
いということはなかった。
「市場による産地の選別」とは、中小の JAや普通の青果物
を作っている JA では、市場から選別され、取引されない状
況が今後発生していくことが予想されるということを意味し
ている。また、市場自体も急速に地方卸売市場の機能が低下
してきており、これも競争に伴う寡占化が進行している。一
般的に規制があった業態において、その規制がなくなり市場
メカニズムが入ってきたとき、往々にして寡占化の状態が起
こる。その結果、寡占化した卸・仲卸は、特定の優良産地と

だけ取引をする。このような形態となり、かなり農協の選別
が激しくなってくると、農産物をつくっても販売ルートが見
出せないような状態も起こりかねない。
（4）大規模・法人経営と JAグループの販売事業
地方市場の機能がなくなって、卸・仲卸が直接集荷し転売
をかけることもある。地域によっては、JAの園芸事業規模に
匹敵する何十億という事業規模を持った販売業者も出てきて
いる。そういったところと農協の事業システムを比較すると、
委託手数料方式と買取型方式の違いや、物流・配送コストを
そうとう低く抑えていることを武器に集荷しているという実
態がある。
農政の方向として、大規模、集落営農、法人という形態が
かなりできてきている。そのため、従来の兼業農家を主体と
した事業システムではむずかしい。集落営農は、生産者とい
うよりもミニ農協のような形態になってくる傾向が強まるの
ではないか。そうなると、今までのような農協の事業のあり
方では、対応が難しい。

3.JA グループの販売事業
販売事業は全体では赤字事業で、JA 職員の労働生産性は、
右肩下がりの傾向にある。購買事業では 15年度以降、右肩
上がりに反転しているが、これは生産性の改善が行われてき
ているためで、販売事業は生産性を向上させるような効率性
が見出せないでいる。米、野菜の生産量、価格が右肩下がり
の傾向にあるなかでも、販売事業の職員数は変わらない。そ
の結果、労働生産性が下がることに歯止めがかからず、赤字
幅の増加が今後も見込まれる。
JAの販売事業の問題点のひとつは、集荷と販売の考え方が
未分化で収益が拡大しない点で、全農の、米事業は今年度か
ら赤字に転落してしまった。特に、米はそこからなかなか戻
れない収支構造にある。
どんな事業でも、赤字事業は人や施設投資が減らされるた
め、衰退していくから、収支は均衡できるようにしなければ
ならない。ただ、その時、考えなければならないことは、事
業分量と事業利益の間に相関関係はないということだ。それ
は、農協の系統販売は必ずしも一様ではない、ということを
意味している。たとえば、園芸・野菜の事業分量が少なくて
も、それなりに利益がある場合がある。職員数など、農協の
販売事業は一様の形態ではないから、あまり手をかけなけれ
ばコストが抑えられ、赤字も抑えられることになる。そのた
め、なにもしないほうに移行していくのではないか。特に全
農では、それが顕著だ。
はたしてこれでよいのか。これらの問題点から、販売事業
の方向性を各県・各農協で議論すべきであり、そのための材
料を全中・全農で用意していきたい。

4. 全農におけるこれまでの販売事業の検討経過
米は、今の手数料体系で考えると、どうがんばっても毎年
収益は減るという構造になっている。5年後には、経営収益
はほとんどない。それを踏まえてどのような再編をかけるか、
販売部門、共同計算、卸部門がどう機能を発揮していくかを
描くことが必要である。
園芸においては、実態把握と類型化による分析が必要だ。
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がんばっているところとローコストに徹する（なにもしない）
ところという分類のほかに、立地条件もある。宮崎県のよう
な遠隔大産地の形態、関東のような多品目生産をする形態、
中国・北陸のように目玉商品や事業分類が少ない形態など、
いくつかのパターンから方向性を出していかなければならな
い。

5. 今後の課題
販売事業をみたとき、県内複数農協のうち、自立性の高い
農協もあれば、全農への依存性の高い農協もある。どちら

かにいけば全農も合理化することができるのだが、跛行的に
なっている傾向がある。そのため、県単位で見たとき、全農
の機能の方向づけがなかなかできない状況で、農協ごとに差
をつけるということも含めて議論すべきだ。
2〜 3％の委託販売手数料では、販売事業の収支改善の目
は出ない。かなりハードルは高いが、組合員によって手数料
を変えるということも、考えていく必要があるのではないか。
実態分析を行ったうえで、組合員に何をどう提示するかとい
うことを議論していくなかで、販売事業改革の提案をしてい
きたい。

コーディネーター（吉田俊幸・写真）　ただいま甲斐野氏よ
りお話がありましたが、滅多にない機会ですし、皆さん方も
大いに関心のあるところだと思いますので、どうぞご意見を
お願いします。

熊谷（JA みなみ信州）　青果部門の事業改革においても各単
協間で温度差が出てきている中、県連の立場はどうなのか、
全農の経営本部としてどういう方針を出すのかというところ
が一番問われています。しかし、長野県の青果部門を見ても、
県連が出すのはいつも単協間の真中をとる方針です。販売事
業改革においては今あるべき方向を厳しく示していただきた
い。

斎藤（修）　全農は二段階に移行しましたが、旧経済連の役
割をもう一回再確認する必要があります。米と同じ論理で園
芸事業をやってしまってはいけない。これまでの成果を踏ま
えてどういうビジネスモデルを考えるか、議論をしていかな
いと意味がない。
先ほどおっしゃった青果市場の寡占化とはどういう意味で
すか。仲卸が寡占化するのですか。米も寡占化するという意
味がわかりません。その辺をお伺いしたい。

甲斐野　熊谷さんのおっしゃる通り、連合会という性質上、
比較的皆が受け入れやすい形でまとまるのは事実だと思いま
す。ただ全農と経済連の関係については、私が見るところ、
販売事業における全農、経済連の関係は統合前とほとんど変
わっていません。むしろ今の全農、県本部の関係においては、
青果の場合、全農は戸田・大和の直販センターに特化し県本
部が市場対応をやるということですから、直売をどう位置づ
けるか、今の形で本当に乗り切れるのかどうかが問題点だと
思います。
卸売市場改革につきましては、一般的に流通規制が緩和さ
れてくると、卸売業者にしても仲卸業者にしても経営がそん
なにいいわけではありませんから、徐々に再編されていくと
思われます。農協も、従来の市場出荷の機能が変化するに伴

討論

い、対応が変わってきました。今
後、委員会でもヒアリングなどを
通じてその影響の度合いを分析し
ていきたいと考えています。

黒澤　園芸においては全国量販
店、大中小販売店も含め、いわゆ
る直販関係のことをやっているの
が現状ですが、現在 110 数社の実態を見ると、20〜 50店
舗ぐらいの店舗数を持った方々はやはり地域で物流をしたい
のですね。ところが肝心の全農の影響力は地方に欠けている。
JA は一番物流費がかからなくて、近いところにセンターが
あって供給できるという、中堅スーパーぐらいのことはでき
ると思うのですが、販売戦略自体は今の実需ニーズと大きな
差が出ています。販品の供給だけでは、販売マーケティング
をやっていく上でのポジショニングが希薄になってしまうの
ではないかと危惧されますが。

甲斐野　確かに、今、直販のリレー出荷なりパッキングなり
で供給できるエリアは関東しかありません。関東であれば、
全農は戸田・大和の青果センターを拠点に生協や産地や量販
とつきあい、例えば茨城県本部といったところにセンターを
持って連携することも、ある程度可能です。しかしそれ以外
の地方では、大阪も含めて、県本部なり県本部の施設はあっ
ても実態はばらばらなので、そこをコーディネートしながら
調整する段階まで来ていない。何とか前へ進まなければ問題
解決ができないと思っているところです。

コーディネーター　園芸だけでなく米の問題を見ても、全農
の本部は今まったく販売機能がなく、県本部の販売機能も神
明さんや木徳さんのような大手卸に移ってしまっている。す
でにエンドユーザーはこれらの有力卸が押さえていますし、
極端に言うと有力な県のパールライスでさえそうです。だか
ら、園芸と同様に、県本部その他の販売機能を一体どういう
ふうに構築していくか。
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共同計算の問題で園芸と米の部門が違うのは、手数料のほ
かに販促費とか、わけのわからないものが含まれている点で
す。そこをどうするか。また、連合会の集荷比率にしても、
一部の単協では丸ごと特定の業者に売っている事実があるの
に、平均値何％になっている。平均値で言ってしまうと改革
にならないのではないでしょうか。

甲斐野　やはり平均値ですから、北海道・東北と関東辺りと
はまるっきり違うと思います。例えば農協と農家の関係で言
うなら、東北のように比較的近いところと、関東みたいにド
ライなところがあります。ただ、米の場合は物理的に作が遅
いか早いかということと、卸もわざわざ秋田まで行かなくて
も県本部に任せておいたほうがよいという実態があります。
先ほど野菜のところで遠隔産地とか近郊産地のお話をしまし
たが、ここについても同様で、この際近郊は集荷事業をやめ
てパールだけで終わりにするというような事業のやり方もあ
るのではないかと思います。
流通の卸の話ですが、吉田先生がおっしゃったように、こ
れは入札建値の世界で一部動いており、その下に販売戦略を
立てているのが実態です。その結果、実勢価格ベースをリー
ドしているのは価格形成センターではなくて卸間売買です。
どこかの産地が特定の卸に販売対策費をくっつけた状況と
か、玄米のまま卸したので流通するというところで、流通の
実勢価格を形成しています。ものによっては 1,000 円から
1,500 円ぐらいの差が出ている産地銘柄もあるし、あまり出
ていないものももちろんあります。
では連合会の販売事業のコアは何なのかというと、抽象的
な話になりますが、今は米の完売を最優先にしているので、
県本部としては販売対策費をいくらつけてでも特定の卸に引
き取っていただいたほうが気楽なわけですよ。生産調整の上
積み率が少なくなりますから。しかし、これではおかしい、
やるならやるでちゃんとした価格形成をすればいいではない
かという見方をしています。
そのときに連合会なり農協は、できるだけ一定の売り先を
確保して、最終実需者に近いところまで結びつけを強化する
と。そこを全農なり農協事業の中核に据えたときに、今の共
同計算のやり方、もしくは今の定率型の手数料のやり方では、
そこをやろうという意欲が湧かないのですね。皆さんもご存
知の通り、直販事業には市場や顧客の開拓など初期投資がか
かり、かつリスクも高いため、赤字経営になるとそこにチャ
レンジしなくなってしまう。この点が米あるいは園芸の事業
でポイントになるのではないかと思います。

大村（JA 花巻）　中間コストを下げるのが一番だとおっしゃ
いましたが、米の場合は特別栽培米や減農薬米、普通の JA
米といったいろいろな商品アイテムをそろえてやっていかな
ければなりません。そして、特別栽培米でも農薬を統一する
などある程度のロットをまとめた販売をしなければなりませ
んが、できればこの農薬ではなくてこっちを選択したいとい
う農家側のニーズもあるわけです。我々が売り先と結びつく
ためにはこういう栽培をしなければということで努力はして
いますが、農家にするとそのために特定の雑草が生えるよう
になってしまったとか、いろいろな問題が出てきています。

また、今、我々の現場では確かに JA の集荷率は高いですが、
大きな農家ほど自分で売る形を持ちつつあります。そういっ
た中で、上の立場から流れを見るのもいいのですが、やっぱ
り基礎となる JA の実態はどうなのか、どのようにもってい
けば効率的に商売をしていけるのか、その辺りをお伺いした
い。

甲斐野　米の場合だけ中間コストの話を出したのは、共同
計算の中で比較的大きいコストが運賃と保管料だからです。
我々もここをもう少し合理化できないかという意識はもって
います。おっしゃる通り、直販や売り先のニーズ、生産者の
受けとめ方も考えなければならないのでむずかしい面もある
と思いますが、今回この経済事業の中で申し上げたいのは、
農協のコストなり全農のコストがどれだけかかっているか把
握していただきたいということです。今はどちらかというと
「売り先から言われたからやりました」、「ここを人手をかけ
て分けてみました」といった話が多いようですが、まずどれ
だけコストがかかっているかを見て、次にそのコストを削減
する方向に議論をもっていくことが必要ではないかと思いま
す。

大村（JA 花巻）　逆に、コストをかけて新しい商品開発をし
ていかなければならない面もありますね。
甲斐野　もちろんそうです。言い方を変えると、どれだけ新
しい販売戦略に対してリスクテイクするかだと思います。リ
スクテイクしてある程度新しい形の販売戦略ができたら、次
はコスト削減をしていく。それが農協単位でできるのか、も
う少し広域でやったほうができるのかという課題はあります
が。

コーディネーター　甲斐野さんの資料では、今後の検討課題
ということで（1）環境変化に対応した JAグループの販売事
業の機能、（2）JA グループ販売事業における JA・全農の機
能、（3）販売事業の収支と手数料について、（4）農政の転
換と JA グループ販売事業という 4点が掲げてあります。こ
れについてどうぞ自由にご発言いただきたいと思います。

安藤（庄内たがわ）　全農自体で収支が悪化しているという
のはわかるのですが、全農の赤字以上に農家の破綻が危惧さ
れる今、米自体が日本から消える日も近いという危機感があ
ります。私たちは米をこれからもどんどん伸ばしていきたい
と考えていますが、例えば物流、保管経費辺りは全農さんの
改革に期待するところも大きいのです。先ほど農協、県本部
でエンドユーザーとの結びつきを強化するという案がありま
したけれども、そういった実際の販売のソフトづくりを提案
いただけないものでしょうか。

―-　正直申し上げて、全農の機能はこういう流通環境の中
にくると一層必要なくなってきているのが実態ですね。それ
に、日本農業の振興を一体どうするのかという部分が非常に
不明確であります。日本農業の振興と、どう売るかという販
売の問題はまさに表裏一体でありますから、単協では地域の
農業振興をどうするのか、それをいかに付加価値をつけて売
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るかということが非常に痛切な課題になる。さらに、これを
全国的にどうするのか。例えば、同一品目で共通の課題を抱
える地域がお互いに共同するというような課題に、どう発展
させていくか。さらに、それをどのようにコーディネートし
ていくのか。

斎藤（修）　そこまで言ってしまうと今日討論をやる意味が
なくなってくるのですが（笑）、昔イオンと議論したとき「全
農は産地ではない、消費側である」という話が出ました。消
費側にいるから我々と連携の可能性があるのだということで
すね。
現在、リードタイマーは各所で短縮傾向にあります。これ
に対応するために、北海道、九州はあちこちと連携して首都
圏に関係事務センターをつくっています。おそらく水戸から
新潟まで入ってくると思いますが、対応のポイントはやはり
消費側にいるということなのです。生協も一部を除いて全農
に依存していく方向に向かっており、その一環として県連機
能を使うところまで来ていますね。これは非常に重要であり、
認めていくべきだと思います。無理して二段階にしたことに
よって県連組織の独自の役割が明示されず、事業体をつくり
にくかったわけですが、茨城辺りから新しい検討がどんどん
起こってきて、それを全農本体も認めてきました。いいこと
だと思います。
要するに、全農も県連もそれなりの役割がある。単協も含
め、それぞれが新しいビジネスモデルをつくりつつ切磋琢磨
したほうがいい。結果的には機能分担が発生するでしょうか
ら、それが効率性をもたらすかもしれません。
ただ、黒澤さんもおっしゃいましたが、中堅スーパーは基
本的に全農に依存するというよりはそれぞれ県連なり単協と
もつながりを重視してきているため、コーディネーターの役
割が重要になってきています。全農が全国的な生協などの対
応に終始するのか、あるいは日本全国まで対応できるかとい
うことがありますが、本部仕入、地方仕入、あるいは市場仕
入の部分になってきたときには、やはり県連なり単協機能が
重視されていくと思われます。また、限りなく地産地消のシ
ステムをつくろうとすれば単協が有利である。そういう棲み
分けをもう少し明確にしてもらわなければなりません。

黒澤　せっかく合併して事業統合したのですから、例えば県
本部が三つか四つ合わさって独自で地域型の販売をすれば、
流通をやる人たちにとって機能が高まるだろうと思います
ね。それに JA も、全部が集荷施設をもたなくてもいい。特
に園芸では、いくつかの JA が施設の技術連帯をするなど、
機能分担型の組み方をしなければだめです。
それからコスト開示です。量販の業務提携のコストが非常
に不明確ですね。例えば主要 25 品目といって、年間 365
日需要の高い野菜がありますが、少なくともこれについては
36ある県本部ごとに流通原価、生産原価を把握していない
と、産地でのマーケットはできません。さらにいえば、JAが
生産者サイドに情報開示をしても何ら改善の足がかりになら
ない。私は、これからの販売事業は各 JA が血眼になって展
開していかなければならないと思っていますから、やはりこ
の辺は十分に検証する余地があると思います。

もう一つは、野菜や果実は品目によって定率手数料を付し
ていますが、私は定率でなくていい、手数料率を一律に置く
こと自体が不公平だと思います。このことも含めて、単協が
やる仕組みと、県本部が単体でやる仕組みと、県本部が連携
して三つか四つでグループでやる仕組みと、大手のほうでや
る仕組みと、少なくともこのくらいのスタンスで品目別に見
きわめをしていかなければなりません。園芸事業でどうも全
農が遠くなってしまった原点はこの辺にあるのではないで
しょうか。

甲斐野　共同計算は本当に県ごとに単価の違いがあります。
中でも販売対策費として出されている金額はかなり多いので
すが、考え方としてはあれは販売対策費ではなく値引きです
から、そもそもここが問題だと思います。その値引きの実態
がなかなか表座敷に出てこないため、仮渡なり入札の価格と
最終的な精算額との間に差が出てきてしまう。販促費がその
分行っているわけですから、今の農家手取りは入札の価格よ
りかなり低い価格でしか実現できていません。これは経済事
業の範疇だけでは考えきれない。それこそ農政だとか経営安
定対策だとか、米の管理の全体的な仕組みをどうするのかと
いうところで議論しないと解決策は出てこないと思います。
あくまで経済事業の中でできるのは、できるだけ保管料や運
賃などを下げて、農家に返せる原資をつくっていくことだと
思っています。本当に 50円、100円の世界ですが、そこが
一番のポイントではないでしょうか。
それから、全農は消費者というか販売先の視点に立って
やっていくというのはその通りだと思います。今は園芸部門
でも米部門でも県域中心に連合会、県本部ができていまして、
それぞれが県を代表して東京の市場や事務所に販売先を駐在
させています。以前、統合したのだからこれら県単位の枠を
取りはらって、米や園芸の総合的な販売促進ができないもの
か試みたわけですが、結局成功しなかった。特に園芸におい
ては、販売先を見ながら関東なら関東、首都圏なら首都圏、
それから地方なら地方というふうに、アレンジしていく機能
が重要だと思います。
なぜそれができてないのかという問題をもう少しドライに
考えると、今の全農にやる人がいないからなのです。全農は
前に市場出荷と直販に機能分化してしまい、全国本部は直販
しかやってない。直販は会社化するわけです。戸田・大和と
高槻でひとつの会社で、半分直販施設、半分卸、仲卸業みた
いな感じの事業体が一個できて、あとは県の機能ということ
になる。そういう状態なので、確かに複数県のアレンジのよ
うな部分は全農の機能であることは間違いないですが、全農
のどこが担ってどこにやらせるのかというのは現実問題とし
て非常にむずかしい。
今、地域実態の把握とか県域間の連携とか言われますが、
例えばパッキングセンターなりとどう連携しながら商売がで
きるかというベースでものを考えたとき、もし 1県でやる
のなら県本部にやってもらえば済む。しかし複数県でやる場
合、話し合ってもきっと埒があかないと思いますから、誰か
がコーディネートしなければいけない。それは全国本部の機
能ですが、それをどうやって担ってもらうのか。それも 28
億円もの赤字を抱えている部門なので、そのコストをどこか
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ら捻出するのか。これはあまり表座敷で議論するような話で
はないのですが、実は一番大きい課題です。

安髙（JA おんが）　先ほど「全農はいらない」という意見が
出ましたが、私も同感です。全農だけではなく、私は農協の
組合長ですが、今のままなら JA もいらない。理由は、世の
中が大きく変わってきたのに対応していないからです。必要
とされる JA に生まれ変わるために、農協改革、全農改革を
行うのです。私は全農の総代でございますので、昨日の全農
の総代会で次のように発言いたしました。
「全農改革はするべきだが、入り口が間違っている。例えば、
全農の経営管理委員に消費者や生協の方が入るのを悪いとは
言わないが、まず農業で生計を立てたことがある人、あるい
は生計を立てている人が入るべきだ」と。
先ごろ農水省から『経済事業のあり方の検討方向につい
て』というペーパーが出て、全農についても日常的な指導監
督関係を強めていくというふうに書かれています。全共連と
農林中金の間の日常的な監督関係を全農に求めようとしてい
るわけですが、これはちょっと違うのではないでしょうか。
全共連と農林中金の仕事は背広とネクタイと机の上でできる
ものですが、全農の仕事はそうはいかない。現場の声が要る
のです。経営基盤強化促進法の下では農業をまったくやって
いない人でも正組合資格がありますが、おそらく今後単協レ
ベルでは 95％が農業をやっていない正組合員になる可能性
がある。正組合員は単協の役員を選ぶ資格があるわけですか
ら、全農を本当に機能させたいのなら、ここから正さなけれ
ばなりません。現場の声がまったく入らない状態で全農が機
能するように変わるとは思えない。農協法を管理している農
水省自身が、役員選出の川上である単位農協の濁りを放置し
て、川下である全農に清流を求めるのはおかしいではないで
すか。農協法を正してから全農改革を求めるべきです。農協
法ですから、これは全中の仕事ではないかなと思っています。

黒澤　大変いいお話が出ましたので加えてお願いしたいので
すが、実は今の大手量販、中堅スーパーはほとんどセンター
方式になっています。売っている我々のパートナーのほとん
どが複数県にまたがっているのに、全農県本部は県単位です
から、ここ何年か事業がかみあわない部分が前面に出てきて
います。おそらく首都圏がオーバーフローの状況になってい
るので、大手量販はどうにかして戦略的に経営転換をやって
くると思うのですが、そうなると今の販売や流通、産地との
関わり合いの仕組みがほとんどマッチしなくなる。ぜひこの
辺を、主力産地も単協も入れて実態検証していただき、しっ
かりと道筋を立てておいていただきたいと思っています。

コーディネーター　北海道や千葉、茨城の農協の方、だいぶ
ギャップがあると思うのですが、いかがでしょうか。

中野（JA ながぬま）　北海道の農産物の販売については、全
農でなくホクレンという組織が中心となって取り進めていま
す。
ここで一つだけ情報をお伝えしますと、ある企業がながぬ
まに 4,000t 規模のタマネギ加工場を建設することになりま

した。ホクレンができなかったことを他の企業が先取りした
わけですが、ながぬまとしても組合員のために、その企業と
連携をとりながら進めていかなければならないと考えていま
す。さらには、まだ他の企業もながぬまに入ってくる予定も
あります。北海道も、加工施設をつくって府県に加工品を出
荷する時代に変わってきました。これに遅れないために、そ
の企業と JA がどう連携をとっていくか、それが生産者手取
りの最優先と考えています。

鈴木（JA山武郡市）　千葉県の場合は JAの体力ということが
一番の課題だと思います。私どもの JA も、単年度で多額の
負担になる状況（信連救済のため）がありますが、これをク
リアしないと先ほどのお話のように赤字の場合に投資も何も
ないということになりますから、何とかして切り抜けようと
必死になってやっているところです。これに関連して、県下
でも支所の統廃合あるいは機能の統合といった動きがあると
思いますが、コスト削減となるとリストラみたいな話も漂っ
てきますので、本来組合員のためにするべきことが焦点ボケ
してくる状況があるのかなと、寂しい思いもするわけでござ
います。
園芸関係では意欲のあるところが直販事業を積極的に進め
ており、JAのネットワークを使った横の話も出てきておりま
すが、非常に動きが遅い。本来は JA 組織ですぐにそういう
ビジネスモデルができないとおかしいのです。例えば直販事
業を進める中でも、連合会さんが支援機能で回るのか、連合
会さんが自分たちで独自の道を歩むのか、そういったことも
非常に気がかりです。茨城の全農さんが一生懸命になって新
しいビジネスモデルをつくられましたが、では他の JA、県連
が同じようにとらえていいのかどうかと言えば、やはり県の
実態によって、あるいは自分たちが今までやってきた機能に
よって判断すべきところがあります。状況は厳しいですが、
もう一回足元を見つめ直して、地域の農業をどうするかと
いった原点の部分をしっかりとらえていく必要があります。
もし皆が自分たちの生き残りの話だけで進めていくなら、も
う日本中混乱の渦になっていくように感じます。

――　米にしても園芸にしても、今のような仕組みでありま
すと、競争が激化する社会の中にそれぞれの農協が打って出
なければならなくなるのではないか。直売も一部分はいいで
すが、すべてのものがそうなると大変な事態が起こるのでは
ないか。したがって、全農は全農としての機能をまず明確化
するべきだと考えております。

半田（半田税理士事務所）　農協と農業との関わりというも
のを考えたとき、最も重要な点は各単協がどのような動きを
していくか、事業改革をどのように進めていくかと言う事で
あろうと思いますが、現実的には単協の経営内容からして、
それは非常に難しい状況です。
単協の連合体が全農であるとするなら、全農の本来の機能
は農協のビジネスモデルを提供する事、そして、本来農業の
あるべき姿がどの様なものか、農協はそれをどのように支え
ていくかと言う事を各単協に提示する事ではないか。
私が、非常に危険であると感じているのは、各単協が経営
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的に自らの生き残りだけを考えて事業改革を行ったとした
ら、それは間違いなく経済事業の切り捨てにつながることと
なり、その先に日本農業が残っていくような状況が本当に生
まれるのだろうかという疑問です。
もともと生産性や、付加価値のみを基準にして農業問題を考
えると、日本は中国や東南アジア、あるいはアメリカやオー
ストラリアにとうてい敵うはずがない。今日のような状況の
中で必要な事は、日本の農業は我々にとってどういう意味を
持っているかという本質的な議論を重ね、その上で日本農業
を残すべきかどうかという結論を導き出すことが必要ではな
いか。そのような議論、情報をビジネスモデルと同様、各単
協だとか消費者だとか、全国の国民に向けてこれを提供する
事ができるような組織があるとすれば、それが全農、あるい
は全中と言った組織なのではないかと思います。

コーディネーター　本研究会はずっと単協の経済販売事業を
中心に議論してきましたが、全農、県本部の問題についてこ
れだけ率直な意見が出されたのは初めてです。今後の単協の
経済販売事業のあり方を考えて行く上で、貴重な機会になっ
たのではないでしょうか。敢えて言うならば、全農、県本部
が要らないという問題は同時に単協にも突きつけられている
ということで、私の司会を終わらせていただきます。甲斐野
さんには本日いろいろ資料をご提供いただき、また率直に回
答していただきましてありがとうございました。（拍手）

甲斐野　特に販売事業については全中が簡単に上意下達で決
められませんので、こういう時点でいつまでに結論を出して
くださいという形の定義の仕方をしていきたいと思っていま
す。皆さんにはまたいろいろな場で議論に加わっていただき
たいと思っております。どうもありがとうございました。

JA-IT 研究会代表委員　今村奈良臣

2 日間にわたって熱心なご討議をありがとうございまし
た。私は全中の色々の会議にも関係していますが、全中の食
料農業農村対策本部ならびに水田開発本部の合同会議では
「新たな基本計画の具体化に向けた JAグループの基本的考え
方」という討議資料を出しております。これは 9月 2日の全
中の理事会で正式に決まることになっていまして、平成 19
年から全中の基本路線、全中というか農協陣営の政策体系が
変わることになっています。いずれ皆さんにもこの結果は行
くだろうと思います。
これを見て、私は戦後日本の農業は還暦を迎えたと実感し
ました。農地改革を行って 60年を経た今、最大の問題は地
域です。特にこれから 5年先、10年先を考えたときに、一
体誰が我が国の農業を支えていくのでしょうか。これは非常
に重要な問題です。
私はものごとを考えていて混線しだすと、空間軸と時間軸
という二つの基本視点を見すえて沈思黙考します。空間軸
というのはただ空間というだけではなく中身もあるわけです
が、世界はどう動いているか、ヨーロッパ、アメリカはもち
ろん、特にこれからの時代に重要な日本、韓国、中国という
北東アジア共同体的な発想を、お互いにどういうふうに作り
上げていくかといったことを考えるわけです。さらに日本農
業に絞って考えるならば、空間軸では北海道から沖縄にかけ
ての各地域、各県、各単協があります。町村合併があっても
各地域にはそれぞれの特性や個性がありますから、そこを踏
まえた上で、それぞれの本質的な特質を考える。そして時間
軸では戦後 60 年から現在を見すえ、5年先、10 年先とい
う視点で考えていきます。
時間軸では過去を振り返る視点も重要であります。今のア
メリカやヨーロッパ、イギリスの農業の歴史を概観すると、

閉会の挨拶

まずイギリスは 18世紀末にエンクロージャー運動という囲
いこみをやりました。貴族や大農が小作農や零細農民をたた
き出し追放して共有地を囲い込み、大農場をつくり、たたき
出された小作農や農民はみんな産業革命の労働者になりまし
た。一方、アメリカでは、移民した連中がライフルでインディ
アンを追い出し、「1マイル四方はおれの農場だ」とやった
わけです。さらに 1862 年になるとホームステッド法の下、
中西部の広大な国有地に定住して農業をする意欲がある者に
は無償で土地が与えられ、一たん土地を所有した人々は、そ
こに入ってきたものはインディアンであろうが野生動物であ
ろうが、ライフルで殺していった。
それから 200 年、確かに時代は大きく変わりました。第
2次大戦後農地改革を確実に実行したのは、世界広しといえ
ども日本、韓国、中国、台湾しかありません。中国は集団（行
政村）で土地を所有して利用権だけを農民に与え、共同化、
人民公社など色々と推転してきましたが、他の国は基本的に
日本と似ていて、零細な自作農をたくさんつくりました。し
かしそのおかげで、第 2次大戦後、東南アジアを含めアフリ
カなど世界的に飢餓が蔓延する中、この 4ヵ国地域だけが飢
餓を乗り越えることができたのです。また、いずれの国も共
通して世界に冠たる高度経済成長を遂げました。たった 60
年の間にこれだけ国の構造が変わったのは北東アジアの 4ヵ
国をおいて他にない。そのなかで日本の農業、あるいは農協
がある。そのように考えるならば、まず我々の置かれている
状況を大局的に見て、あわせて過去 60年の歴史も振り返り
つつ、細かい視点で 5年先、10年先、さらにその先の未来
を展望する必要があります。大きく構想を描きながら、かつ
着実に、来年、再来年と新しい政策への着地点を考えていく
ということが非常に重要です。



89

本研究会ではときどきそうした大胆な話もやりながら、こ
れからも継続していきたいと思っております。本当は懇親会
をもう少しじっくりやったほうがいいですね。この JA-IT 研
究会では、多様な考え方をもった人々が集まってネットワー
クを組むことが一番大事なところです。ですから、皆さん方
には機会あるごとに議論を重ねていただき、新しい路線のヒ
ントを得ていただきたいと思います。長時間ありがとうござ
いました。

参加者のアンケートから

○	久しぶりの参加となりましたが、今回のテーマは、まさ
にわが JAでも、今後の方向として密接なもので、大いに
勉強になり、刺激になりました。当 JA 管内は、県内で
は良食味米産地ですが、そのために農家の直接販売が多
く、従来の全農県本部集荷方法では年々 JAへの集荷が低
下しています。それを打開すべく、17年産米については
JAが独自販売を全面に打ち出しています。ただし問題は、
売り先を確保できずに動き出したことへの不安を考えて
います。その意味では、マーケティングの重要性と、そ
れを職員の能力として取得していくことの重要性を感じ
ました。

○	会場がせまいためか、席がないほどの好評で、課題の重
要性をあらためて痛感しました。営農事業確立を最優先
に努力するつもりです。

○	研究会の議論が、多様な角度で建設的でした。実践力を
スピーディに実施していくシステム作りが必要です。

○	販売事業改革が、緊急の課題となっています。この研究
会での情報を参考にできればと思っています。


